
 

（R2.6.12受付） 

26 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド 

ライン及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保 

障」総合対策パッケージについて 

【問】 

①６月５日に文科省から新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学

校運営のためのガイドライン及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う

児童生徒の「学びの保障」総合対策パッケージについての通知（資料 26参

照）が出されたが、これについて当市立小中学校の対応はどのようになる

か見解をお伺いします。特に、出席停止等の取り扱いについてお伺いしま

す。 

 

【答】 

① 市立小中学校の対応については、国や県のガイドラインや通知等を踏ま

えて、佐野市の学校再開ガイドラインを策定し、対応しています。 

  出席停止等の取り扱いについては、文部科学省からの通知「新型コロナ

ウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン及び

新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策

パッケージについて（通知）」と同じ取り扱いとなっています。具体的に

は以下のとおりです。 

 

出席停止等の扱いについて 

(１) 児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接触者に

特定された場合 

各学校において、安足健康福祉センター、学校医と相談の上、当該児童

生徒に対し、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止の措置を取る。な

お、出席停止の期間は、安足健康福祉センター及び学校医と相談の上、決

定する。 

(２) 児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合 

自宅で休養するよう指導する。この場合の出欠の扱いについては、「学

校保健安全法第 19 条による出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保

護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席

しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。発熱の理由が明確

でない場合は出席停止等として扱う。 

(３) 校長が出席しなくてもよいと判断した場合 

感染経路の分からない患者が急激に増えている状況などにより、感染の

可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が

判断する場合は、「非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできな

い事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」と



 

して柔軟に扱う。（感染予防のため、保護者の意向により学校を欠席した

場合も含む。） 

これらの場合、指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引 

等の日数」として記録する。 

(４) 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒に

ついて 

ア 登校の判断 

医療的ケアを必要とする児童生徒（以下、「医療的ケア児」という。）の 

状態は様々であるが、医療的ケア児の中には、呼吸の障害をもち、気管切 

開や人工呼吸器を使用する者も多く、重症化リスクが高いことから、医療 

的ケア児が在籍する学校においては、地域の感染状況を踏まえ、主治医や 

学校医・医療的ケア指導医に相談の上、医療的ケア児の状態等に基づき個 

別に登校の判断をする。 

また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒 

（以下、「基礎疾患児」という。）についても、地域の感染状況を踏まえ、 

主治医や学校医に相談の上、登校の判断をする。 

これらにより、登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについ 

ては、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由 

で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱 

うことができる。指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌 

引等の日数」として記録する。 

 

（学校教育課 R2.6.15回答） 
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